
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
海
洋
投
入
処
分
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
産
業
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
油
分

の
検
定
方
法 

 発
令 

 

：
昭
和
51
年
２
月
27
日
環
境
庁
告
示
第
３
号 

最
終
改
正
：
令
和
２
年
３
月
30
日
号
外
環
境
省
告
示
第
35
号 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に

規
定
す
る
油
分
を
含
む
産
業
廃
棄
物
に
係
る
判
定
基
準
を
定
め
る
省
令
第
五
条

の
環
境
大
臣
が
定
め
る
検
定
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一 

試
薬 

イ 

メ
チ
ル
オ
レ
ン
ジ
溶
液 

メ
チ
ル
オ
レ
ン
ジ
〇
・
一
グ
ラ
ム
を
熱
水
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
に
溶
か

し
、
冷
却
し
た
も
の 

ロ 

塩
酸
（
一
＋
一
） 

ハ 

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム 

ニ 

四
塩
化
炭
素 

活
性
炭
を
充
て
ん
し
た
カ
ラ
ム
を
通
過
さ
せ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
測
定

領
域
に
お
け
る
吸
光
度
の
で
き
る
だ
け
小
さ
い
も
の 

ホ 

硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
無
水
） 

ヘ 

フ
ロ
リ
ジ
ル
又
は
こ
れ
と
同
等
で
あ
る
も
の 

あ
ら
か
じ
め
四
塩
化
炭
素
で
洗
浄
し
、
摂
氏
百
五
十
度
で
二
時
間
加
熱

し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
粒
径
が
〇
・
一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
二
五

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の 

ト 

油
分
標
準
液 

ヘ
キ
サ
デ
カ
ン
（
純
度
九
十
九
・
五
容
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
）

一
グ
ラ
ム
又
は
第
三
に
規
定
す
る
検
液
に
含
ま
れ
る
油
分
と
お
お
む
ね
同

じ
組
成
の
油
分
一
グ
ラ
ム
を
四
塩
化
炭
素
に
溶
か
し
、
全
量
を
一
リ
ツ
ト

ル
に
し
た
も
の
（
こ
の
溶
液
一
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
は
油
分
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
を

含
む
。
） 

第
二 

器
具
及
び
装
置 

イ 

分
液
ロ
ー
ト 

容
量
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
の
も
の
、
容
量
二
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
上
三
百

ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
も
の
（
目
盛
付
き
で
ス
キ
ー
ブ
形
の
も
の
が
便

利
。
）
及
び
容
量
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
上
五
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
も

の
（
コ
ツ
ク
部
に
四
塩
化
炭
素
及
び
水
に
溶
け
る
滑
剤
を
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。
） 

ロ 

振
と
う
機 

ハ 

フ
ロ
リ
ジ
ル
カ
ラ
ム 

内
径
約
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
約
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
コ
ツ
ク

付
ガ
ラ
ス
管
（
コ
ツ
ク
部
に
四
塩
化
炭
素
に
溶
け
る
滑
剤
を
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
。
）
に
シ
リ
カ
ウ
ー
ル
を
詰
め
、
そ
の
上
に
フ
ロ
リ
ジ
ル
又
は

こ
れ
と
同
等
で
あ
る
も
の
四
グ
ラ
ム
を
詰
め
た
も
の
（
別
図
） 

ニ 

吸
収
セ
ル 

石
英
製
の
も
の 



 

 

ホ 

赤
外
線
分
析
計 

波
長
三
・
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
付
近
の
光
の
吸
光
度
を
測
定
で
き
る

分
光
型
又
は
非
分
散
型
の
も
の 

ヘ 

そ
の
他 

分
液
ロ
ー
ト
、
コ
ツ
ク
付
ガ
ラ
ス
管
及
び
シ
リ
カ
ウ
ー
ル
は
、
あ
ら
か

じ
め
四
塩
化
炭
素
で
洗
浄
し
、
乾
燥
し
た
も
の
と
す
る
。 

第
三 

試
験
操
作 

汚
泥
に
あ
つ
て
は
、
有
姿
の
ま
ま
採
取
し
、
小
石
等
の
異
物
を
除
去
し
た

試
料
か
ら
必
要
な
量
（
十
グ
ラ
ム
以
上
二
十
グ
ラ
ム
以
下
の
範
囲
で
、
フ
ロ

リ
ジ
ル
カ
ラ
ム
を
通
し
た
後
の
四
塩
化
炭
素
抽
出
液
の
吸
光
度
が
長
さ
十
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
の
吸
収
セ
ル
で
測
定
し
た
場
合
に
〇
・
一
〇
以
上
と
な
る
量
）

を
分
液
ロ
ー
ト
（
容
量
二
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
上
三
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下

の
も
の
）
に
正
確
に
計
り
取
り
、
試
料
一
グ
ラ
ム
に
つ
き
純
水
十
ミ
リ
リ
ツ

ト
ル
の
割
合
で
純
水
を
加
え
、
常
温
（
お
お
む
ね
摂
氏
二
十
度
）
常
圧
（
お

お
む
ね
一
気
圧
）
で
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数
を
毎
分
約
二
百

回
に
、
振
と
う
幅
を
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に

調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て
二
時
間
連
続
し
て
振
と
う
し
、
十
五
分
間
静
置

し
た
後
、
沈
降
界
面
よ
り
下
層
を
静
か
に
排
除
（
排
除
が
困
難
な
場
合
は
、

細
い
ガ
ラ
ス
棒
又
は
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
線
を
分
液
ロ
ー
ト
の
上
口
か
ら
コ
ツ
ク

の
孔
に
通
じ
て
静
か
に
上
下
に
動
か
し
て
排
除
）
し
、
残
留
液
の
量
を
測
定

し
、
こ
れ
を
検
液
と
す
る
。
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
に
あ
つ
て
は
、
有
姿
の

ま
ま
採
取
し
た
試
料
か
ら
必
要
な
量
（
四
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
上
五
十
ミ
リ

リ
ツ
ト
ル
以
下
の
範
囲
で
、
フ
ロ
リ
ジ
ル
カ
ラ
ム
を
通
し
た
後
の
四
塩
化
炭

素
抽
出
液
の
吸
光
度
が
長
さ
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
吸
収
セ
ル
で
測
定
し
た
場

合
に
〇
・
一
〇
以
上
と
な
る
量
）
を
分
液
ロ
ー
ト
（
容
量
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル

以
上
五
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
下
の
も
の
）
に
正
確
に
計
り
取
り
、
こ
れ
を
検

液
（
四
塩
化
炭
素
抽
出
に
お
け
る
分
離
操
作
が
困
難
な
試
料
の
場
合
は
、
純

水
を
適
量
加
え
た
も
の
）
と
す
る
。
分
液
ロ
ー
ト
中
の
検
液
に
指
示
薬
と
し

て
メ
チ
ル
オ
レ
ン
ジ
溶
液
数
滴
を
加
え
、
次
に
溶
液
が
赤
色
に
変
わ
る
ま
で

塩
酸
（
一
＋
一
）
を
加
え
て
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
指
数
四
以
下
（
溶
液
が
着

色
し
て
い
て
メ
チ
ル
オ
レ
ン
ジ
の
変
色
を
視
認
で
き
な
い
場
合
は
、
Ｐ
Ｈ
計

を
用
い
る
。
）
と
し
た
後
、
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
検
液
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
に

つ
き
五
グ
ラ
ム
の
割
合
で
加
え
て
よ
く
振
り
混
ぜ
る
。
次
に
四
塩
化
炭
素
を

正
確
に
五
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
加
え
、
振
と
う
機
（
あ
ら
か
じ
め
振
と
う
回
数

を
毎
分
約
二
百
回
に
、
振
と
う
幅
を
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
下
に
調
整
し
た
も
の
）
を
用
い
て
十
五
分
間
連
続
し
て
振
と
う

し
、
十
分
間
静
置
し
た
後
（
必
要
が
あ
れ
ば
遠
心
分
離
を
行
う
。
）
、
四
塩

化
炭
素
層
を
別
の
分
液
ロ
ー
ト
（
容
量
百
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
の
も
の
）
に
移

し
、
こ
れ
に
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
無
水
）
約
一
グ
ラ
ム
を
加
え
（
四
塩
化
炭

素
層
が
著
し
く
濁
つ
て
い
る
場
合
は
、
添
加
量
を
増
す
。
）
、
激
し
く
振
り

混
ぜ
て
脱
水
す
る
。
次
に
四
塩
化
炭
素
層
を
フ
ロ
リ
ジ
ル
カ
ラ
ム
に
静
か
に

注
ぎ
入
れ
た
後
、
コ
ツ
ク
を
開
い
て
流
出
液
の
最
初
の
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を

捨
て
、
そ
の
後
の
流
出
液
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
ガ
ラ
ス
製
容
器
（
あ
ら
か
じ

め
四
塩
化
炭
素
で
洗
浄
し
、
乾
燥
し
た
も
の
）
に
と
る
（
フ
ロ
リ
ジ
ル
カ
ラ

ム
か
ら
の
流
出
液
の
流
出
速
度
は
、
毎
分
約
一
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
と
す

る
。
）
。
次
に
こ
れ
を
吸
収
セ
ル
に
移
し
入
れ
て
、
波
長
三
・
五
マ
イ
ク
ロ



 

 

メ
ー
ト
ル
付
近
の
吸
光
度
を
測
定
し
（
吸
光
度
が
〇
・
七
〇
を
超
え
る
場
合

は
、
長
さ
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
吸
収
セ
ル
を
用
い
る
と
き
は
〇
・
二
〇

以
上
〇
・
七
〇
以
下
の
範
囲
に
、
長
さ
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吸
収
セ
ル

を
用
い
る
と
き
は
〇
・
一
〇
以
上
〇
・
七
〇
以
下
の
範
囲
に
な
る
よ
う
に
四

塩
化
炭
素
で
希
釈
す
る
。
）
、
あ
ら
か
じ
め
第
四
に
よ
り
作
成
し
た
検
量
線

に
よ
つ
て
油
分
の
質
量
（
四
塩
化
炭
素
溶
液
五
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
に
含
ま
れ

る
ミ
リ
グ
ラ
ム
数
）
を
求
め
る
。 

第
四 

検
量
線
の
作
成 

油
分
標
準
液
（
検
液
に
含
ま
れ
る
油
分
の
組
成
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

は
、
当
該
油
分
の
組
成
と
お
お
む
ね
同
じ
組
成
の
油
分
を
含
む
油
分
標
準

液
）
〇
・
五
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
か
ら
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
ま
で
を
メ
ス
フ
ラ
ス
コ

（
容
量
五
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
の
も
の
）
に
段
階
的
に
と
り
、
こ
れ
を
、
そ
れ

ぞ
れ
四
塩
化
炭
素
で
標
線
ま
で
う
す
め
、
波
長
三
・
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル

付
近
の
吸
光
度
を
そ
れ
ぞ
れ
測
定
し
、
油
分
の
質
量
（
四
塩
化
炭
素
溶
液
五

十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
ミ
リ
グ
ラ
ム
数
）
と
吸
光
度
と
の
関
係
線
を

求
め
る
こ
と
に
よ
り
検
量
線
を
作
成
す
る
。 

第
五 

濃
度
の
算
出 

濃
度
の
算
出
は
、
次
の
表
の
各
号
上
欄
に
掲
げ
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
下
欄
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

汚
泥
（
含
水
率
九
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
の
も
の
に
限

Ｃ
１

＝
Ａ
／
Ｖ×

Ｖ
２

／
Ｖ
１

×

５
／
（
１
０
０
－
Ｐ
）×

る
。
） 

１
０
３ 

二 

前
号
に
掲
げ
る
汚
泥
以
外
の

汚
泥 

Ｃ
１

＝
Ａ
／
Ｖ×

Ｖ
２

／
Ｖ
１

×

１
０
３ 

三 

廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ 

Ｃ
２

＝
Ａ
／
Ｗ×

Ｖ
２

／
Ｖ
１

×

１
０
３ 

備
考 １ 

算
式
に
お
い
て
Ａ
、
Ｃ
１

、
Ｃ
２

、
Ｐ
Ｖ
ｖ
１

、
ｖ
２

及
び
Ｗ
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
わ
す
も
の
と
す
る
。 

Ａ 

検
出
さ
れ
た
油
分
の
質
量
（
単
位
ミ
リ
グ
ラ
ム
） 

Ｃ
１ 

油
分
の
濃
度
（
検
液
一
リ
ツ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
ミ
リ
グ

ラ
ム
数
） 

Ｃ
２ 

油
分
の
濃
度
（
試
料
一
リ
ツ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
ミ
リ
グ

ラ
ム
数
） 

Ｐ 

試
料
の
含
水
率
（
単
位
パ
ー
セ
ン
ト
） 

Ｖ 

検
液
の
体
積
（
単
位
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
） 

ｖ
１ 

希
釈
前
の
四
塩
化
炭
素
溶
液
の
体
積
（
単
位
ミ
リ
リ
ツ

ト
ル
） 

ｖ
２ 

希
釈
後
の
四
塩
化
炭
素
溶
液
の
体
積
（
単
位
ミ
リ
リ
ツ

ト
ル
） 

Ｗ 

試
料
の
体
積
（
単
位
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
） 

２ 

こ
の
表
に
お
い
て
試
料
の
含
水
率
は
次
に
よ
り
求
め
る
も
の

と
す
る
。 



 

 

汚
泥
二
十
グ
ラ
ム
以
上
百
グ
ラ
ム
以
下
（
ａ
グ
ラ
ム
）
を
平

形
は
か
り
び
ん
（
容
量
五
十
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
も
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
乾
燥
し
た
も
の
）
又
は
蒸
発
ざ
ら
（
容
量
百
ミ
リ

リ
ツ
ト
ル
以
上
の
も
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
乾
燥
し
た
も
の
）
に

正
確
に
計
り
取
り
、
沸
騰
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
蒸
発
乾
固

し
、
摂
氏
百
五
度
以
上
百
十
度
以
下
で
二
時
間
乾
燥
し
た
後
、

デ
シ
ケ
ー
タ
ー
中
で
三
十
分
間
放
冷
す
る
。
こ
の
結
果
平
形
は

か
り
び
ん
又
は
蒸
発
ざ
ら
に
残
留
し
た
物
質
の
質
量
（
ｂ
グ
ラ

ム
）
を
正
確
に
求
め
こ
れ
を
固
型
分
の
質
量
と
し
、
次
の
式
に

よ
り
求
め
る
。 

含
水
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
＝
１
０
０
－
ｂ
／
ａ×

１
０
０ 

第
六 

そ
の
他 

こ
の
検
定
方
法
に
お
け
る
用
語
そ
の
他
の
事
項
で
こ
の
検
定
方
法
に
定
め

の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

 


